
作業療法に関連する疑義解釈のまとめ 

 

疑義解釈資料の送付その 10（平成 29年 3月 31日付） 

【排尿自立指導料】 

（問１）区分番号「Ｂ００５－９」排尿自立指導料の留意事項通知における、「排 尿に関す

るケアに係る専門的知識を有した多職種からなるチーム」において、 ①作業療法

士はチームメンバーに含まれるか。②包括的排尿ケアを実施する際に、作業療法士

が排尿に関連する動作訓練の実施者となってよいか。 

  （答）①含まれる。②よい。 

 

【目標設定等支援・管理料】 

（問３）目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、

転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」 を算定可能か。 

  （答）算定要件を満たしている場合には算定可能。目標設定等支援・管理料は、脳血管

疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対し、

必要な指導等を行った場合に、３月に１回に限り算定可能となっているが、 転院

の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から３月を経過していなくとも差し

支えない。 

 

（問４）以下の①、②の場合、それぞれいつから目標設定等支援・管理料を算定可能か。 

    ①介護保険を申請後、患者の元へ認定通知が届くまでに、リハビリテーションの標

準的算定日数の３分の１を経過し、その間に当該患者へリハビリテーションの実施

が必要となった場合 

    ②リハビリテーションの標準的算定日数の３分の１を経過後に介護保険の申請を

行い、患者の元へ認定通知が届くまでに、当該患者へリハビリテーションの実施が

必要となった場合 

  （答）目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対し、脳血管疾患等リハビリテ

ーション等を実施する場合の目標設定等の取り組みについて評価したものであり、

患者が要介護被保険者等である旨の通知を受け取る等して、その事実を知り得た日

から、この取り組みが行われることを想定している。 

したがって、①、②のいずれの場合においても、市区町村による要介護認定・要

支援認定等結果通知書の通知日から速やかに目標設定等支援・管理料を算定するこ

とが可能である。 

なお、標準的算定日数の３分の１を経過後に、疾患別リハビリテーションを実施

する際の、過去３月以内に目標設定等支援・管理料を算定していないことによる減

算については、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその

翌月に行った疾患別リハビリテーションについては、適用されない。 



また、通知日が属する月の翌々月以降の取扱いについては、「疑義解釈資料の送

付について（その７）」（平成 28年 9月 15日付け事務連絡）の問８のとおりである

こと。 


